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○大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付要綱 

令和２年９月16日 

告示第83号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，町内に所在する空き家の利活用促進を図るため，空き家のリフォーム

に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することについて，大洗町補助金交付に関する

規則（昭和52年大洗町規則第22号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き家 町内に存し，現に居住その他の用に供されていない家屋をいう。 

(2) 戸建住宅 一つの敷地に独立して建てられた一戸の住宅をいう。 

(3) 併用住宅 一つの敷地に独立して建てられた建築物内に居住部分及び店舗又は事務

所等居住以外の用途の部分が併存している住宅（集合住宅を除く。）をいう。 

(4) リフォーム工事 建物の機能又は性能を維持又は向上させるため，修繕，補修，模

様替え，取替え等を行うことをいう。 

(5) インスペクション 既存住宅状況調査技術者により実施される建物状況調査をいう。 

（補助対象の空き家） 

第３条 補助の対象となる空き家（以下「補助対象空き家」という。）は，次の各号のいず

れにも該当するものとする。 

(1) 戸建住宅又は併用住宅であること。 

(2) リフォーム工事する時点又は売買契約若しくは賃貸借（使用貸借を含む。以下同じ。）

契約する時点で６箇月以上居住の用に供されていないこと又は所有者等が死亡した後，

居住の用に供されていないこと。 

(3) 昭和56年６月１日以降に建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項に規定す

る確認を受けて建築されたものであること。 

(4) 延べ床面積が50平方メートル以上（併用住宅にあっては，居住部分の床面積が延べ

床面積の２分の１以上かつ50平方メートル以上）であること。 

(5) 空き家等対策の推進に関する特別措置法（平成26年法律第127号）第２条第２項に規

定する特定空き家等でないこと。 

(6) 不動産業を営む者が営利目的として所有するものでないこと。 
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（補助対象者） 

第４条 補助の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 補助対象空き家の所有者であること。ただし，共有名義の場合は，全ての共有者か

ら当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限る。 

(2) 補助対象空き家の所有者の相続人であること。ただし，相続人が複数の場合は，全

ての相続人から当該空き家のリフォームについて同意を得た者に限る。 

(3) 前２号に規定する者から補助対象空き家を取得又は賃借（使用貸借を含む。以下同

じ。）した者であること。 

(4) 不在者財産管理人，成年後見人，公的機関等が発行した書類により，補助対象空き

家を処分する権限を有すると認められる者であること。 

２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助対象者としない。 

(1) 町税，後期高齢者医療保険料及び介護保険料の滞納がある場合 

(2) 大洗町暴力団排除条例（平成23年大洗町条例第25号）第２条第２号に規定する暴力

団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む。）と認められる者に該

当する場合 

（交付の条件） 

第５条 補助金の交付の条件は，前条第１項に規定する者のうち，次の各号のいずれかに該

当する者とする。 

(1) 補助対象空き家をリフォームした者であること。 

(2) 補助対象空き家を取得又は賃借した日から６箇月以内にリフォームした者。ただし，

賃借については，契約期間が１年以上の場合に限る。 

２ 前項第１号及び第２号の規定にかかわらず，賃貸借の相手方が一親等以内の親族である

者は，補助対象者としない。 

（補助対象工事） 

第６条 補助の対象となる工事は，次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 町内に本店若しくは営業所を有する法人又は個人事業者が行うリフォーム工事であ

ること。 

(2) リフォームに要する費用（以下「リフォーム工事費」という。）が50万円以上であ

ること。 

（補助対象経費） 
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第７条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，空き家の屋

根，外壁，居室，台所，玄関，階段，廊下，トイレ，浴室等のリフォーム工事に係る経費

（インスペクションを実施した場合の経費を含む。）及び残置物の撤去に係る経費（一般

廃棄物収集運搬業者による残置物の収集運搬費用，整理及び分別に係る費用，特定家庭用

機器の引取運搬料金及びリサイクル料金）とする。ただし，次の各号に掲げる経費は，対

象としない。 

(1) 倉庫，車庫及び外構の工事に係る経費 

(2) 備品購入費 

(3) 併用住宅における居住部分以外の部分の工事に係る経費 

(4) 災害等による保険給付金の対象となる工事に係る経費 

(5) その他町長が適当でないと認める経費 

２ 補助対象空き家が併用住宅である場合の居住部分については，リフォーム工事費を居住

部分と居住部分以外の部分の床面積の割合で按分して補助対象経費を算出するものとす

る。 

（補助金の額等） 

第８条 補助金の額は，補助対象経費に３分の１を乗じて得た額（その額に1,000円未満の

端数があるときは，当該端数を切り捨てた額）とし，50万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は，同一物件につき１回を限度とする。 

（補助金の交付申請） 

第９条 補助金の交付を受けようとする者は，大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，町長に提出しなければならない。 

(1) 補助対象空き家のリフォーム前の写真 

(2) リフォーム工事の請負契約書の写し 

(3) リフォーム工事の見積書又は請求書の写し（内訳明細が記されたもの） 

(4) リフォーム工事の領収書の写し 

(5) リフォーム工事の完了写真 

(6) 建物の全部事項証明書の写し（未登記の場合は，納税通知書の課税明細書の写し又

は名寄帳の写し） （全部事項証明書及び名寄帳は発行日から１月以内のもの。） 

(7) 暴力団の排除に関する誓約書兼同意書（様式第２号） 

(8) 委任状（交付申請手続きを他の者に委任する場合に限る。） 

(9) 補助対象空き家に係る取得又は賃貸借に係る契約書の写し（取得又は賃貸借した場
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合に限る。） 

(10) 補助対象空き家の共有者，相続人（補助対象空き家の共有者，相続人がいる場合に

限る）又は所有者（所有者と申請者が異なる場合に限る。）の同意書 

(11) 確約書（補助対象空き家の共有者，相続人又は所有者がいる場合若しくは建物所有

者が既に死亡し，遺産分割協議書等が整っていない場合に限る。） 

(12) 所有者の戸籍謄本，除籍謄本又は所有者と申請者の関係が確認できるもの（所有者

と申請者が異なる場合に限る。） 

(13) その他町長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定及び通知） 

第10条 町長は，前条に規定する申請があった場合は，当該申請に係る書類の審査及び必要

な調査を行い，補助金の交付が適当であると認めるときは，大洗町空き家利活用リフォー

ム補助金交付決定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第11条 前条の交付決定を受けた者（以下「交付決定者」という。）は，交付申請した日の

属する年度末までに，大洗町空き家利活用リフォーム補助金交付請求書（様式第４号）に

次の掲げる書類を添えて，町長に請求しなければならない。 

(1) 振込先口座の通帳の写し等 

（補助金交付決定の取消し） 

第12条 町長は，交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは，補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

(3) その他町長が不適当と認めたとき。 

（補助金の返還） 

第13条 町長は，前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において，当該取消

しに係る部分について既に補助金が交付されているときは，交付決定者に対し，期限を定

めてその返還を命ずるものとする。 

（補則） 

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，町長が別に定める。 

附 則 

この告示は，令和２年10月１日から施行する。 
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附 則（令和３年３月30日告示第50号） 

この告示は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月31日告示第308号） 

この告示は，令和７年４月１日から施行する。 
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様式第１号（第９条関係） 

様式第２号（第９条関係） 

様式第３号（第10条関係） 

様式第４号（第11条関係） 

 


